
【指導・教育 関係】                 担当 山下 入倉 輿石 飯島 

電話 055-262-4422 

 

「放置違反金滞納車情報照会システム」のご案内 

 

(1) 平成 18 年 6 月より改正道路交通法が施行され、車検拒否制度の運用が開始されます。振

興会の会員整備事業者が点検・整備を行い、当該自動車の継続検査等の受検手続きを代行す

る場合、車検拒否の対象か否かは重要かつ不可欠な情報であり、ユーザーとのトラブルを回

避するためにも事前に確認する仕組みが求められていました。 

 

(2) 今般、インターネットでの簡易照会の仕組み （放置違反金滞納車情報照会システム）が

用意され、振興会が利用者（整備事業者）システム利用申請の窓口となることとなりました。 

 

(3) 本システムは、各整備事業者の方が手持ちのパソコンを利用して、インターネットによ

り照会しようとする自動車のナンバー情報により照合し、その結果を回答するものです。 

 

(4) 照会は、整備事業者の方の ID・パスワードと照会しようとする自動車のナンバー情報を

入力・送信することにより簡単にできますが、本システムを利用するためには事前に利用申

請を行う必要があります。 

 

(5) 利用申請時期等の主なスケジュール予定は以下のとおりです。 

6 月 12 日(月)10 時～  

6 月 21 日(水)12 時 

運用開始前の利用申請開始（第一次集中受付） 

6 月 26 日(月)17 時～  

7 月 12 日(月)12 時 

運用開始前の利用申請開始（第二次集中受付） 

7 月 7 日(水) 第一次集中受付時申請承認者へＩＤ番号をメールにて送付 

7 月 31 日(月) 第二次集中受付時申請承認者へＩＤ番号をメールにて送付 

8 月  1 日(火) システム稼動開始 

 システムの利用申請は 

日整連ホームページhttp://www.jaspa.or.jp/から  

をクリックし、  をクリックして利用申請して下さい。 

インターネットで利用申請後、早急に振興会へ認証書をＦＡＸして下さい。 

 

平成 1８年度 騒音計移動検定の実施について 

 

 平成１０年の計量法施行令の改正により、騒音計の検定有効期間が５年に延長されたのに

伴い、本年度も有効期間満了の騒音計が検定対象となります。 

そこで、騒音計の有効期間確認を行い、該当の方は次の要領で移動検定を実施されますよ

うお知らせいたします。 

１．日 時  平成１８年５月２６日（金）１０：００～１５：００ 
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２．場 所  整備振興会 実習場 

３．実施者  （財）日本品質保証機構 計量計測センター 

 

リサイクル料金に関する確認事項 

 
Ｑ：自動車リサイクル法施行前に一時抹消登録済等の車両を使用済自動車（廃車）にする場

合、リサイクル料金の預託は必要ですか？ 

 

Ａ：必要です。自動車リサイクル法施行前（2004 年以前）に一時抹消登録等を行っていても、

使用済自動車（廃車）とするかの判断が、法施行後となるため、リサイクル料金の預託が必

要になります。 

街頭検査結果について 

 

春の全国交通安全運動の実施に伴い、下記により街頭指導が行われました。 

当日ご協力頂いた韮崎支部の皆様、甲府南支部の皆様、ありがとうございました。 

 

 日時 実施場所 参加者 摘 要 

高

速

警

察

隊 

4 月 10 日(月) 

11:00 

～12:00 

 

中央道 

双葉 SA 

（下り） 

 

運輸支局  4 名 

振興会     2 名 

韮崎支部   5 名 

 

当日は、同施設を利用さ

れた自動車ユーザーに対

し、定期点検整備の啓蒙

を呼び掛けた。 

 

高

速

警

察

隊 

4 月 10 日(月) 

13:30 

～16:00 

 

中央道 

昭和 IC 

 

 

運輸支局  5 名 

振興会     2 名 

甲府南支部 5 名 

 

総点検台数   110 台 

不良車両数    15 台 

内整備命令      6 台 

口頭警告         9 台 

車検切れ       0 台 

 

ＦＡＸを利用した書面利用移動報告等の手数料改定 

(財)自動車リサイクル促進センター 

自動車リサイクル法に基づく電子マニフェストに係る書面利用移動報告書等の手数料について

は、自動車リサイクル法施行前におけるＦＡＸ利用規模想定をもとに、（財）自動車リサイクル促進セ

ンターにおいて設定をしましたが、今般、実際の利用が極めて少なく、現状の利用規模で運営を継

続させることが困難となっていることから、この手数料を平成 18 年 10 月 1 日から改定することとし

た旨、促進センターより通知がありましたのでお知らせ致します。 

 またＦＡＸ利用事業者には、促進センターから直接郵送で案内しておりますことを併せてお知らせ

致します。 
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経営委員会が開催されました 

 
経営委員会が下記により開催され、その概要は次のとおりです。 

日 時   平成１８年４月１８日（火） １２：００ 

場 所   振興会 会議室 

出席者   根津委員長    田口副委員長 

     新海委員     名取委員     窪田委員   鈴木委員   

    田村委員   三浦委員    大村委員    須田委員 

会議事項 

１．「子ども１１０番のお店」今後の進め方について 

  ２．入庫促進対策について 

      ３．ホームページについて 

      ４．その他     

 

オフィシャルページに参加しませんか 

 

本会のホームページの会員名簿紹介ページは直接検索できるものとなっており、「名称」・

「住所」・「電話番号」等を紹介しています。 

  しかし、自らホームページを立ち上げている事業者が少ないことから、会員事業所が容易

に参加できる「オフィシャル・ページ」を新たに企画し、アクセスされるユーザーに会員事

業場の手頃な情報提供しています。 

  ついては、会員皆様の積極的なご参加をよろしくお願いします。 

  １）掲載形態 

         本文、写真及び付近図で構成します。 

   ２）作成料金 

         基本作成料 本文                ￥５,２５０   （消費税含む） 

                    写真（１枚）           ￥３,１５０   （消費税含む） 

                 地図               ￥５,２５０   （消費税含む） 

       個人情報保護に関する基本方針ページ     ￥１,０００  （消費税含む） 

         次の 6 パターンの組み合わせが可能です。 
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       Ａ 基本のみ                          ￥ ５,２５０ 

       Ｂ 基本＋写真（1）                   ￥ ８,４００ 

       Ｃ 基本＋地図                          ￥１０,５００ 

       Ｄ 基本＋写真（2）                      ￥１１,５５０ 

       Ｅ 基本＋写真（1）＋地図                      ￥１３,６５０ 

       Ｆ 基本＋写真（2）＋地図                ￥１６,８００ 

        Ｇ 個人情報保護に関する基本方針ページ       ￥ １,０００ 

                （各タイプに対応できるオプションです） 

  ３）申込方法及び期限 

     巻末の作成専門用紙に記入し、作成料を添えて下記に提出下さい。 

     提出先：振興会指導課まで 

  ４）注意事項 

    ◇整備料金及び比較表示に関する事項、他社と競合する内容は掲載できません。 

    ◇関係法令や景品表示などに抵触する表現・表示はできません。 

    ◇掲載内容によっては訂正またはご辞退をお願いすることがあります。 

    ◇自社のホームページがある場合は、自社ＰＲページよりリンクします。 

◇変更の場合は、別途作成料金が必要となります。 

＊オフィシャルページはタウンページに掲載するような感覚で気軽に低予算でユーザーに

ＰＲすることが出来ます。 

 

AMS のホームページで実際にオフィシャルページを見てみよう！ 

まずインターネットで http://www.ams.or.jp のアドレスを入力してホー

ムページ内の「工場検索」からオフィシャルページをご覧下さい。 

  

～ホームページ・リンクのお願い～ 

 

現在、振興会のホームページへは 22,000 件以上のアクセス件数があります。ＡＭＳ青年部

の協力を得て、定期的に内容を更新することにより、大変多くのユーザーさんにご覧頂いて

おります。 

各事業場におきまして現在ホームページをお持ちの方は、ご一報頂ければ振興会のホーム

ページとリンクさせることが可能です。ホームページをリンクさせることで、お客様との接

触のチャンスが増えるものと思われます。 

ご希望の事業場につきましては、指導課、山下・輿石（℡055-262-4422）へお問い合わせ下

さいますようお願い致します。 

 

平成１８年度 低圧電気取扱い特別講習を開催します 

 

 ハイブリッド車の点検・整備を行なうには、低圧電気回路に係る作業が安全に実施される

ように、労働安全衛生法第５９条、同規則３６条の規定により、特別講習の受講が義務付け

られております。 

 今後、ハイブリッド車は、社会的な環境保護要求への高まりと、税制優遇施策も加わり、

普及に弾みがつくと思われます。皆様の参加を心よりお待ちしております。 

１．講 習 日  平成１８年５月２２日（月） 
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２．講習時間  ９：００～１７：００ 

３．講習場所  （社）山梨県自動車整備振興会 

４．受 講 料  ６，３００円（テキスト代込み） 

５．受講資格  整備士有資格者 

６．募集人数  ２５名（定員になり次第締め切ります） 

７．申込期間  平成１８年４月１７日（月）～５月１８日（木） 

８ ． 申 し 込 み   申 請 書 は 、 巻 末 に あ り ま す 。 ま た 、 振 興 会 ホ ー ム ペ ー ジ

（http://www.ams.or.jp/index2.html）の会員ページからもダウンロード

できます。必要事項を記入の上、受講料を添えて指導・教育部門までお申

し込み下さい。 

９．そ の 他   実習を行いますので、作業着を着用して下さい。 

 

平成１８年度第１回「自動車整備士技能検定試験」の実施について 

 

 標記試験が実施されます。 

 

１．種  目  二級ジーゼル自動車 

三級自動車ガソリン・エンジン 

２．受付期間  平成１８年５月８日（月）～５月１９日（金） 

３．学科試験   平成１８年７月１９日（水） 

４．実技試験  平成１８年８月２３日（水） 

５．申請方法  申請書は、指導・教育部門窓口にあります。 

 

平成１７年度第２回自動車整備士技能登録試験について 

 

標記登録試験が、３月２６日（日）振興会研修センターにおいて実施され、その結果は、

次のとおりでした。 

 

種 類 

第 106 期

講習生 

受験数 

第 106 期 

講習生 

合格者数 

第 106 期

合格率

（％） 

受験者数 合格者数 合格率（％）

二級ガソリン ２１ １８ ８５．７ ９９ ７２ ７２．７

三級ガソリン ８ ６ ７５．０ ５８ ４０ ６９．０

二級ジーゼル － － － ７０ ３３ ４７．１

一級小型 － － － ２０ ３ １５．０

二級２輪 － － － － － － 

三級シャシ － － － ５ ５ １００．０

三級２輪 － － － ２ １ ５０．０

車 体 － － － １ ０ ０

合計 ２９ ２４ ８２．８ ２５５ １５４ ６０．４

 

 5



平成１８年度第１回自動車検査員教習が実施されます 

 

自動車検査員資格を取得する為の教習が下記により実施されますので、お知らせします。 

 

１．受付期間  平成１８年５月１５日（月）～５月１９日（金） 

２．教習日程  平成１８年７月初旬予定 

３．試 問 日  平成１８年７月１１日（火） 

４．教習受講の資格 

教習受講の資格は、「指定自動車整備事業業務取扱要領」第１１条に定める

者（教習開始日の前日において、整備主任者として１年以上の実務経験を有

する者）であって、次の各号の一に該当する者。 

（１）指定自動車整備事業の指定を受けている事業場に従事している者 

（２）指定自動車整備事業の指定を受けようとしている事業場に従事してい

る者 

（３）上記（１）及び（２）に勤務を予定している者 

         なお、直近の整備主任者（法令）研修を受講していること。 

５．教習会場  （社）山梨県自動車整備振興会内 

６．申請方法  教習受講申請書等は、指導・教育部門窓口にあります。また、振興会ホー

ムページ（http://www.ams.or.jp/index2.html）の会員ページからもダウ

ンロードできます。 

        （詳細については、別途お知らせします） 

 

圧縮天然ガス（ＣＮＧ）自動車講習会を開催します 

 

ＣＮＧ自動車の燃料装置の点検整備、検査を行なう者については、平成１０年１０月 

１日より、一定の条件を備え、運輸支局長の行なうＣＮＧ自動車に関する講習を修了し 

た者とされています。そこで、標記講習会を下記により開催します。 

 

１．講 習 日   平成１８年６月２７日（火）９：３０～１７：００ 

２．講習会場  （社）山梨県自動車整備振興会 

３．対 象 者  （１）整備主任者 

        （２）自動車検査員 

        （３）整備管理者又は整備管理者に準ずる者 

４．講習内容   （１）天然ガスの特性 

        （２）道路運送車両の保安基準 

         (３）ＣＮＧ自動車燃料装置の構造基準 

        （４）ＣＮＧ自動車燃料装置の構造と取り扱い 

        （５）ＣＮＧ自動車の配管等の機密検査及び検査用機器の取り扱い 

           （配管の接続、ガス漏れチェック及びガス検知機の取り扱い等の実

技を含む） 

（６）ＣＮＧ自動車の点検整備及び改造取り扱い 

（７）ＣＮＧ自動車の使用管理方法 

（８）その他 

５．受付期間  平成１８年６月９日（金）まで 
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６．受 講 料  ８，０００円 

７．申し込み  申込書は、巻末にあります。また、振興会ホームページ

（http://www.ams.or.jp/index2.html）の会員ページからもダウンロード

できます。必要事項を記入の上、受講料を添えて指導・教育部門までお申

し込み下さい。 
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